
議員提出議案第１号 
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 （提案理由） 

 この案を提出するのは、政務活動費の交付手続きの見直しにあたり、この条例の

一部を改正するため必要があるからである。 

 



大口町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 

大口町議会政務活動費の交付に関する条例（平成２７年大口町条例第３号）の一

部を次のように改正する。 

第４条第２項中「４月から任期満了日の属する月までの月数を１２で除して得た

数に、前項に規定する年額を乗じて得た額」の次に「（以下「月割り額」という。）」

を加える。 

第４条に次の１項を加える。 

３ 議員が辞職した場合、議員が失職した場合若しくは議員が死亡した場合又は議

会が解散した場合は、前項の議員の任期が満了する場合の規定を準用する。 

第６条から第９条までを次のように改める。 

（交付申請及び決定） 

第６条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、規則に定める様式により当該

年度の４月末までに（第４条第２項及び第３項の場合にあっては速やかに。）議

長を経由して町長に申請するものとする。 

２ 町長は、前項の申請を受けたときは、交付すべき政務活動費の額を決定し、議

長を経由して当該議員にその旨を通知するものとする。 

（実績報告） 

第７条 政務活動費の交付の決定を受けた議員は、政務活動費の交付の対象となる

調査研究その他の活動を行い、政務活動費の交付を受けようとするときは、上半

期にあっては１０月１０日（その日が町の休日（大口町の休日を定める条例（平

成元年大口町条例第１９号）に規定する休日をいう。以下同じ。）に当たるとき

は、その日以後においてその日に最も近い休日でない日）までに、下半期にあっ

ては３月末日（その日が町の休日に当たるときは、その日以前においてその日に

最も近い休日でない日）までに、規則に定める政務活動費実績報告書（以下「実

績報告書」という。）の様式に調査研究その他の活動の実施報告、当該活動に要

した経費の状況及びそれを証する書類等（既に実績の報告をした期間を除く。）

を添えて、議長に実績の報告をする。ただし、当該議員から申し出があったとき



は、３月末日に一括して提出することができる。 

２ 政務活動費の交付の決定を受けた議員が議員でなくなった場合（議会の解散を

含む）において、当該議員が政務活動費の交付を受けようとするときは、議員で

なくなった日の翌日から起算して３０日以内に実績報告書を提出するものとす

る。この場合において、当該議員が死亡した場合にあっては、当該議員の相続人

が、これを行うものとする。 

３ 前２項の実績報告書を提出するときは、領収書の写しと併せて規則に定めるも

ののうち、該当する経費の区分の書類を提出しなければならない。 

４ 交付対象期間を通じて、第１項の実績報告書の提出がなかったときは、議長に

対し、交付申請の取下げがあったものとみなす。当該議員が死亡した場合にあっ

ても同様とする。 

５ 議長は、前４項の規定により政務活動費の実績報告書の提出（前項の規定によ

る交付申請の取下げを含む。）があったときは、その内容を審査し、必要がある

と認めるときは調査等を行い、必要に応じて修正を求め、町長に送付するものと

する。 

６ 第１項から第３項までの提出者が議長である場合は、副議長がその内容を審査

し、必要があると認めるときは調査等を行い、必要に応じて修正を求め、町長に

送付するものとする。 

（交付確定通知） 

第８条 町長は、前条第５項の規定により議長（前条第６項の場合にあっては副議

長）から送付を受けたときは、政務活動費の額を確定し、又は交付申請の取下げ

を承認し、議員に通知する。 

２ 第４条第３項の場合において、当該議員に月割り額以上の支出があり、かつ、

議長が特に認める場合に限り、町長は、第４条第１項に規定する限度額の範囲内

で、交付すべき政務活動費の額を決定することができる。 

（政務活動費の請求及び支払） 

第９条 前条の規定による通知を受けた議員（当該議員が死亡した場合にあっては、

当該実績報告書を提出した相続人）は、町長が別に定める日までに、別に定める



様式により町長に政務活動費の支払を請求するものとする。  

２ 町長は、前項の請求があったときは、当該議員に対し、速やかに政務活動費を

交付するものとする。 

第１１条の見出し中「収支報告書」を「実績報告書」に改め、同条第１項中「第

８条第１項」を「第７条第１項」に、「収支報告書」を「実績報告書」に改め、「実

績報告書を、」の次に「当該年度末の」を加え、同条第２項及び第３項中「収支報

告書」を「実績報告書」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和５年５月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に、この条例による改正前の大口町議会政務活動費の交

付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例に

よる。 



大口町議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（交付限度額） （交付限度額） 

第４条 略 第４条 略 

２ 年度途中において議員の任期が満了する場

合は、４月から任期満了日の属する月までの

月数を１２で除して得た数に、前項に規定す

る年額を乗じて得た額（以下「月割り額」と

いう。）を、年度途中に新たに議員となった

者に対する政務活動費は、当該議員となった

日の属する月以降の月数を１２で除して得た

数に、前項に規定する年額を乗じて得た額を

交付するものとする。 

２ 年度途中において議員の任期が満了する場

合は、４月から任期満了日の属する月までの

月数を１２で除して得た数に、前項に規定す

る年額を乗じて得た額を、年度途中に新たに

議員となった者に対する政務活動費は、当該

議員となった日の属する月以降の月数を１２

で除して得た数に、前項に規定する年額を乗

じて得た額を交付するものとする。この場合

において、交付額に１００円未満の端数が生

じたときは、これを切り捨てるものとする。 

３ 議員が辞職した場合、議員が失職した場合

若しくは議員が死亡した場合又は議会が解散

した場合は、前項の議員の任期が満了する場

合の規定を準用する。 

 

 

（交付申請及び決定） （交付方法） 

第６条 政務活動費の交付を受けようとする議

員は、規則に定める様式により当該年度の４

月末までに（第４条第２項及び第３項の場合

にあっては速やかに。）議長を経由して町長

に申請するものとする。 

第６条 政務活動費は、実費後払いとする。 

２ 町長は、前項の申請を受けたときは、交付

すべき政務活動費の額を決定し、議長を経由

して当該議員にその旨を通知するものとす

る。  

 

  

（実績報告） （交付請求） 

第７条 政務活動費の交付の決定を受けた議員

は、政務活動費の交付の対象となる調査研究

その他の活動を行い、政務活動費の交付を受

けようとするときは、上半期にあっては１０

月１０日（その日が町の休日（大口町の休日

を定める条例（平成元年大口町条例第１９

第７条 議員は、政務活動費の交付を受けると

きは、規則に定める様式により議長を経由し

て町長に請求しなければならない。 



新 旧 

号）に規定する休日をいう。以下同じ。）に

当たるときは、その日以後においてその日に

最も近い休日でない日）までに、下半期にあ

っては３月末日（その日が町の休日に当たる

ときは、その日以前においてその日に最も近

い休日でない日）までに、規則に定める政務

活動費実績報告書（以下「実績報告書」とい

う。）の様式に調査研究その他の活動の実施

報告、当該活動に要した経費の状況及びそれ

を証する書類等（既に実績の報告をした期間

を除く。）を添えて、議長に実績の報告をす

る。ただし、当該議員から申し出があったと

きは、３月末日に一括して提出することがで

きる。 

２ 政務活動費の交付の決定を受けた議員が議

員でなくなった場合（議会の解散を含む）に

おいて、当該議員が政務活動費の交付を受け

ようとするときは、議員でなくなった日の翌

日から起算して３０日以内に実績報告書を提

出するものとする。この場合において、当該

議員が死亡した場合にあっては、当該議員の

相続人が、これを行うものとする。 

２ ４月１日から９月３０日までの政務活動費

の請求は１０月１０日（その日が町の休日

（大口町の休日を定める条例（平成元年大口

町条例第１９号）に規定する休日をいう。以

下同じ。）に当たるときはその日前において

その日に最も近い休日でない日）に、１０月

１日から３月３１日までの政務活動費は翌年

度の４月１０日（その日が町の休日に当たる

ときはその日前においてその日に最も近い休

日でない日）に一括請求するものとする。た

だし、議員本人から申し出があったときは、

４月１日から３月３１日までの政務活動費を

翌年度の４月１０日（その日が町の休日に当

たるときはその日前においてその日に最も近

い休日でない日）に一括請求することができ

るものとする。 

３ 前２項の実績報告書を提出するときは、領

収書の写しと併せて規則に定めるもののう

ち、該当する経費の区分の書類を提出しなけ

ればならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、議員の辞職、失

職、死亡又は議会の解散により議員の職を失

ったときは、これらの事由が生じた日の属す

る月分までの政務活動費を、議員でなくなっ

た日の翌日から起算して１０日以内に一括請

求するものとする。ただし、当該議員が死亡

したときにあっては、当該議員の相続人が、



新 旧 

これを行うものとする。 

４ 交付対象期間を通じて、第１項の実績報告

書の提出がなかったときは、議長に対し、交

付申請の取下げがあったものとみなす。当該

議員が死亡した場合にあっても同様とする。 

４ 第１項の請求をするときは、政務活動によ

り実施した活動内容及び政務活動の支出に係

る領収書その他支出の事実を証する書類の写

し（以下「領収書等の写し」という。）を併

せて提出しなければならない。 

５ 議長は、前４項の規定により政務活動費の

実績報告書の提出（前項の規定による交付申

請の取下げを含む。）があったときは、その

内容を審査し、必要があると認めるときは調

査等を行い、必要に応じて修正を求め、町長

に送付するものとする。 

５ 町長は、第１項の規定による請求があった

ときは、速やかに政務活動費を議員に交付す

るものとする。 

６ 第１項から第３項までの提出者が議長であ

る場合は、副議長がその内容を審査し、必要

があると認めるときは調査等を行い、必要に

応じて修正を求め、町長に送付するものとす

る。 

 

（交付確定通知） （収支報告書の提出） 

第８条 町長は、前条第５項の規定により議長

（前条第６項の場合にあっては副議長）から

送付を受けたときは、政務活動費の額を確定

し、又は交付申請の取下げを承認し、当該議

員に通知する。 

第８条 政務活動費の交付を受けた議員は、当

該年度の政務活動費に係る収入及び支出の報

告書（以下「収支報告書」という。）を、規

則に定める様式により年度の終了日の翌日か

ら起算して３０日以内に議長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 第４条第３項の場合において、当該議員に

月割り額以上の支出があり、かつ、議長が特

に認める場合に限り、町長は、第４条第１項

に規定する限度額の範囲内で、交付すべき政

務活動費の額を決定することができる。 

２ 政務活動費の交付を受けた議員が議員でな

くなったときは、前項の規定にかかわらず、

議員でなくなった日の翌日から起算して３０

日以内に収支報告書を提出しなければならな

い。ただし、当該議員が死亡したときにあっ

ては、当該議員の相続人が、これを行うもの

とする。 

 ３ 前２項の収支報告書を提出するときは、領

収書等の写しを併せて提出しなければならな

い。 

（政務活動費の請求及び支払） （議長の調査） 

第９条 前条の規定による通知を受けた議員 第９条 議長は、収支報告書等の記載を検査



新 旧 

（当該議員が死亡した場合にあっては、当該

実績報告書を提出した相続人）は、町長が別

に定める日までに、別に定める様式により町

長に政務活動費の支払を請求するものとす

る。 

し、必要があると認めるときは議員に対し

て、議員が保管している会計帳簿及び証書類

等の提示を求め、調査、指導することができ

る。 

２ 町長は、前項の請求があったときは、当該

議員に対し、速やかに政務活動費を交付する

ものとする。 

 

（実績報告書の保存及び閲覧） （収支報告書の保存及び閲覧） 

第１１条 議長は、第７条第１項の規定により

提出された実績報告書を、当該年度末の提出

期限の日から起算して５年を経過する日まで

保存しなければならない。 

第１１条 議長は、第８条第１項の規定により

提出された収支報告書を、提出期限の日から

起算して５年を経過する日まで保存しなけれ

ばならない。 

２ 次の各号に規定するものは、議長に対し、

前項の実績報告書の閲覧を請求することがで

きる。 

２ 次の各号に規定するものは、議長に対し、

前項の収支報告書の閲覧を請求することがで

きる。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

３ 議長は、前項の規定による請求があったと

きは、実績報告書に記載されている情報のう

ち大口町情報公開条例（平成１１年大口町条

例第２８号）第７条各号の非公開情報を除

き、閲覧に供するものとする。 

３ 議長は、前項の規定による請求があったと

きは、収支報告書に記載されている情報のう

ち大口町情報公開条例（平成１１年大口町条

例第２８号）第７条各号の非公開情報を除

き、閲覧に供するものとする。 

  

 



改 正 要 旨 

 

１ 改正の目的 

  政務活動費は、町民の付託に応えるための議員活動に欠かすことができないも

のですが、公費であることから交付に関する手続きは厳格なものでなければなり

ません。 

このため、申請の手続きや実績報告書の調査などについて、必要な改正を行う

ものです。 

 

２ 改正の概要 

（１） 現行は実績報告と請求の手続きを同時にしていますが、これを交付申請、

実績報告、交付金の請求とそれぞれの手続きを分割します。 

（２） 実績報告書の提出期限を上半期は「10 月 10 日に」を「10 月 10 日までに」

に、下半期は「４月１０日に」を「３月末日までに」に改めます。 

（３） 議員が辞職した場合、議員が失職した場合若しくは議員が死亡した場合又

は議会が解散した場合において、月割り額（年間の交付限度額６万円を１２

月で除した数に、４月から任期満了日の属する月までの月数を乗じて得た額）

以上に政務活動費を支出していた場合、その議員活動が適正なものと認めら

れれば年間の交付限度額の範囲内で交付できる規定を設けます。 

（４） 議長が提出する実績報告書に関する調査権を副議長に与えます。 

 

３ 施行期日 

  令和５年５月 1 日から施行します。 


